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公益財団法人江東区健康スポーツ公社 第三者評価業務委託 
プロポーザル実施要領 

 
１ 委託目的 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社（以下「当公社」という。）の区民サービスの向上、

施設運営上の問題点解決、経費削減に向けた業務改善を行うため、第三者による調査及び評価

を受ける。 

公平な立場から管理運営状況の分析と評価を受け、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに沿っ

て管理運営に反映し、公共施設としてより質の高いサービス提供を目指す。 

 
２ 委託業務の概要 
  （１）件   名  公益財団法人江東区健康スポーツ公社 第三者評価業務委託 
  （２）業 務 内 容  別紙「公益財団法人江東区健康スポーツ公社 第三者評価業務 

委託 仕様書」のとおり 
  （３）実 施 日 時  令和５年１０月１１日から令和６年３月１５日まで 
  （４）履 行 場 所  事務局管理係（東陽２－１－１）外、公社が指定する場所 

  （５）予算上限額  ２，５００，０００円（税込） 

 
３ 応募資格等 
  プロポーザルに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 
（１）応募資格 
  ア 江東区の指定管理業務であることを理解する者。 
  イ 江東区における競争入札参加資格を有すること（東京電子自治体共同運営「電子調 

達サービス」による）。 
  ウ 地方自治体において、スポーツ施設の第三者評価業務に５年以上の実績がある者。 
（２）資格制限 
   次のいずれかに該当する者は、応募することができない。 
  ア 国税及び地方税を完納していない者。 
  イ  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

（一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産者であって復権を得て

いない者等をいう）。 
  ウ 江東区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱（２７江総経第３２８１号）に基づ

く指名停止措置を受けている者。 
  エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に規定する再生債務者又は会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）に規定する更生会社若しくは開始前会社。 
  オ  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員の統制下にある者。 
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４ 再委託の禁止 
  受託者は、業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。業務の一部を第三者に 
委託しようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を必要とする。 
 

５ スケジュール 
スケジュールは次のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により変更することがあ

る。 

内 容 日 程 

実施要領の公表期間 令和５年８月２９日（火）～令和５年９月１２日（火） 

質問の受付期間 令和５年８月２９日（火）～令和５年８月３１日（木） 

質問に対する回答期限 令和５年９月 ４日（月） 

応募申込・企画提案書の提出期限 令和５年９月１２日（火）１７時厳守 

第一次審査結果通知日 令和５年９月１４日（木）予定 

第二次審査（プレゼンテーション日） 令和５年９月２２日（金）予定 

選定結果公表 令和５年９月２２日（金）予定 

 ※９月１１日（月）は休館日のため書類受取り不可。 

 

６ 質疑・回答 

（１）質問受付期間：令和５年８月２９日（火）～令和５年８月３１日（木） 

（２）質 問 方 法：所定の質問書（様式３）に質問の要旨を簡潔に記載し、以下のメ 

ールアドレスへ電子メールで送信すること。メールの件名は、「事業者選定質問 

書（事業者名）」とすること。なお、電子メール以外での質問は受け付けない。 

メールアドレス： keiyaku@koto-hsc.or.jp 

（３）回 答 方 法：令和５年９月４日（月）までに当公社ホームページにて公表し、個別 

の回答は行わない。 

 

７ 提出書類等 

（１） 提出書類及び部数 

書類 部数 提出期限 

応募申込書（様式１） １部 

令和５年９月１２日（火）１７時まで 

宣誓書（様式２） １部 

会社概要 ５部 

平成３０年度から令和４年度における 

スポーツ施設受注実績一覧表 
５部 

直近の決算期における財務諸表 １部 

企画提案書 ５部 

見積書（内訳含む） １部 
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※会社概要（パンフレット等）以外の書式のサイズは、Ａ４サイズとする。 

 （２）提出先及び提出方法 

   公益財団法人江東区健康スポーツ公社 事務局管理係（江東区健康センター内。 

江東区東陽２－１－１）へ持参 ※提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

 

８ 選定方法・評価方法 
  受託候補者の選定は、公募型プロポーザル方式による。 
 （１）評価基準 
    別紙「評価基準」のとおり 
（２）第一次審査（書類審査） 

提出期限までにすべての書類の提出が完了した事業者（以下「応募事業者」と言う。）

の規格提案書に基づき書類審査を実施し、上位３事業者程度を第二次審査対象事業者

とする。 
（３）第二次審査（プレゼンテーション） 

二次審査対象事業者によるプレゼンテーション及び質疑応答により審査を行う。 
なお、説明は本業務を主体的に担当する者が予め提出した企画提案書に基づき、２０

分程度で行うこと。その後の質疑応答は１０分程度とする。 
①実施日 
 令和５年９月２２日（金）１３時３０分～ 
②実施場所 
江東区健康センター １階 医師控室（江東区東陽２－１－１） 

（４）選定結果の通知 
①第一次審査 

令和５年９月１４日（木）予定 全ての応募事業者に電子メールで結果を通知。 
②第二次審査 

令和５年９月２２日（金）予定 選定または非選定の結果を第二次審査対象事業 
者に通知。また、選定結果は公社ホームページに掲載。 

 
９  契約手続き 

（１）契約交渉の相手方に選定された者と当公社との間で、委託内容、経費等について再 

  度調整を行ったうえで委託契約を締結する。 

（２）選定された候補者が特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記 

載した辞退届（任意書式）を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とす 

る。 

 

１０ その他  

（１）参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 
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（２）本プロポーザルに参加する費用は、すべて参加事業者の負担とする。 

（３）郵送や電子メール等の事故については、当公社はいかなる責任も負わない。 

（４）企画提案書及び見積書については、１者につき１提案に限る。 

（５）企画提案書及び見積書を提出した後の差替、訂正、再提出をすることはできない。 

ただし、当公社から指示があった場合を除く。 

（６）応募申込書を提出した後、当公社が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める 

ことがある。 

 （７）提出された書類等は、一切返却しない。 

（８）提出書類の作成、提出、プレゼンテーション等に要する経費は、提案者の負担と 

する。 

（９）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び 

計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

（10）審査期間中の審査内容についての問い合わせには一切応じない。 

（11）本プロポーザルにおいて入手した当公社の情報等を本プロポーザルの目的以外に 

使用すること及び第三者に漏らすことを禁ずる。 

 

１１ 申込・問合せ先 

〒１３５－００１６ 江東区東陽２－１－１ 

公益財団法人江東区健康スポーツ公社 

 江東区健康センター 

事務局管理係 担当：横田・津田 

電 話：０３－３６４７－５４０２ 

ＦＡＸ：０３－３６４７－５０４８ 


